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◎「後期高齢者医療制度」改革を考える！
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～勉強中のQ君と後期高齢者医療制度に詳しいA君の対話〜
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＊手賀沼花火大会、2年ぶりに復活

Q君：厚労省が制度改革の原案を出し
たそうだけど、現在の７５歳以上となっ
た後期高齢者の枠組みはどうなるの？
A君：７５歳以上の８割が国民健康保険
（国保）に入り、２割が働いている会社
の健康保険（健保）に、被扶養者の方は
扶養者の健保に入ることになるよ
Q君：都道府県単位の広域連合がやっ
ていた運営は変わるの？
A君：財政運営が都道府県に任される
けど、保険料の賦課、徴収は市町村が賄
うことになってるよ
Q君：なんだかややこしいね
Ａ君：国保に市町村単位の現役世代と
都道府県単位の高齢者が混在するし、
保険料の地域間格差も検討することにな
っているから、より複雑になりそうなんだよ
Q君：結局、保険料は高くなるの？
Ａ君：国保から後期高齢者医療制度に
移行した際、約７割の人が安くなって、
格差が５倍から２倍になったけど、今回
はその逆に高くなる可能性があるね

Q君：じゃあ、今まであった低所得者の
保険料の軽減措置はどうなるの？
Ａ君：「合理的な仕組みに改める」として
いるから、なくなる方向性だね
Q君：増えていく高齢者医療の負担をど
うするかって問題は？
Ａ君：結論が先送りになっているよ。改
革案は、財政状況が悪化している企業
の健保の負担がより重くなるとか、高齢
者の保険料負担の増加を抑制するため
の公費投入が増えると言われているよ
Q君：国が出す公費の増加や収納不足
に対して、何か有効な手段はあるの？
Ａ君：公費と保険料を財源とする財政
安定化基金を設置するとしているけど、
実現性に疑問符がつけられているよ
Q君：後期高齢者医療制度は最近問題にな
っていないみたいだけど？
Ａ君：制度に慣れてきて社会に定着して
いるからね。公約だからといって、後期
高齢者医療制度を見直す必要があるの
かって、新聞各紙も論説で言っているよ

○昨年は、景気の悪化による資金難で
中止となった「手賀沼花火大会」が
今年は8/7（土）に開催されました。
夜空を彩る13,500発の花火に
約41万人の観客が酔いしれまし
た。（天声人語にも掲載されてましたが）
○我孫子市では、市内各地で募金
活動を行い、約263万円の募金（
柏市約238万円）を集める事ができ、
市民の皆様の手賀沼花火大会に
対する熱い思いを感じました。来年
も無事、開催できる様に尽力して参ります

！！

　　＊手賀沼親水公園から見た花火！
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E-mail : info@kai-toshimitsu.com

＜我孫子市議会議員甲斐俊光　議会レポート1９＞
「議会改革の今後のあり方について」〜議会基本条例を中心に〜

☆☆『生き甲斐、やり甲斐、育て甲斐』『生き甲斐、やり甲斐、育て甲斐』
　　市政への疑問をどうぞ。誠実に対応します市政への疑問をどうぞ。誠実に対応します↓↓

○「活動ブログ」365日更新中！○

　「学生インターン」が甲斐事務所で勉強中です！ 
　市内で日々活動中ですので、見かけまし
たらお声を掛けて下さい！！

■現在、麗澤大学から二人の学生がインタ
ーンシップ生として我が事務所にやって来
ています。三浦雄大君（3年生）と大作一晃
君（２年生）です。インターンの目的は、生の
政治に触れることで、社会勉強を積み成長
するというものです。インターンに参加した
いという自らの意思で応募してきています
ので、政治に興味はあります。初日から市
長との懇談や支援者の方々への挨拶回り
など、精力的に活動しています。政治家の
仕事を体感し、身近に感じられるよう頑張
ってもらいたいと思っています。

1972年　7月23日　大分市生まれ　（長男、O型）
1995年：慶応義塾大学法学部政治学科卒業
2004年：衆議院議員桜田義孝公設秘書
2007年：我孫子市議会議員初当選

◎趣　味；ランニング、読書（漫画も）
◎はまっていること；ラーメン食べ歩き、ツイッター
◎特　技；男の料理、テニス、野球

　　　　　　　　

◎日時：９月２６日（日）１６時〜１７時
◎場所：天王台北近隣センター
◎参加費：無料　
当日参加も可能ですが、ご参加を予
定されている方はメールもしくは、　

ファックスにて連絡して下さい！
皆さんのお越しを学生インターン共々お
待ちしております！
＊ツイッターフォロー御願いします→　　　
〜ブログも毎日更新中〜
　
◎携帯ブログサイト→
　

■議会の目的等を定めた議会基本条
例を制定する意味としては、次の３つ
が挙げられます。
①主権者である住民に対する権利保障
②住民に分かりやすい議会のマニフ
ェストになる
③条例と言う法形式の重み
　我孫子市では、議会基本条例の制
定は行なわれていないのですが、全国
１１４議会で制定済みであり、検討中
の議会は１００以上あります。
　全国で初めて議会基本条例を制定

した北海道の栗山町では、議会の目的
として「自由闊達な論議を通してこれ
ら論点、争点を発見する」としており、
議員同士の討論、行政からの反問権
が保障されています。当市におきまし
ても、議会基本条例の３つの目的を踏
まえ、その制定と反問権、議会報告会
の実施を検討中です。
　議員定数改革が声高に叫ばれてい
ますが、議会のミッションの再確認、
議員の役割、存在意義の模索をしてい
き、議員定数削減を実現していきます。

市長室にて。右から、甲斐、市長、大作、三浦

☆「市政報告会」やります！
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